
●開設期間：令和６年４月1日(月)～令和７年3月３１日(月)
●時 間：平日10時～16時
●対 象 者：川本町民
●料 金：無料
●相談できる内容(例)：
操作方法全般(電話、メールなど)、アプリのインストール、
町公式LINEの利用の使い方 など

●その他：お電話での対応も承ります。
※ご相談内容によってはお返事をお待たせする場合がございます。

スマートフォン
なんでも相談窓口

お気軽にご利用ください

●場所：有限会社Willさんいん川本サテライトオフィス
川本町大字川下1222番地(旧：音楽研修棟)
TEL.0855-74-2260 ※川本町がデジタルデバイド対策事業を委託

※ご来所の際には事前にご連絡をいただけるとご案内がスムーズです。

【川本町デジタルデバイド対策事業】デジタル機器の活用が得意な人と不得意な人との間に生まれる格差
（デジタルデバイド）の解消を図るため、川本町ではデジタルデバイド対策事業を実施します。
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